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モニタリング結果報告書

平成２０年８月

モニタリングの対象 労災保険の安定的かつ適正な運営を行うことにより、被災労働
となる施策目標 者等の保護を図ること。

１．政策体系上の位置付け

基本目標 Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

施策目標 ３ 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、そ
の社会復帰の促進等を図ること

施策目標 ３－１ 労災保険制度の安定的かつ適正な運営を行うことによ
り、被災労働者等の保護を図ること。

個別目標１ 労災保険制度の財政を安定させ、事業主の労働災害防止へ
のインセンティブを促進するため適正な保険料率を設定す
ること

（主な事務事業）
・労災保険料率の改定

個別目標２ 労災保険給付の適正な給付を図ること

（主な事務事業）
・療養（補償）給付の事業
・遺族（補償）年金給付の事業
・障害（補償）年金給付の事業

施策の概要（目的・根拠法令等）
１目的等

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公
正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により
負傷し、又は疾病に係った労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、
労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目
的とする。

２根拠法令等
○労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）
○「労災保険率の設定に関する基本方針 （平成１７年３月２５日制定）」

【参考】厚生労働省ホームページ
http://www mhlw go jp/houdou/ / /h - html. . . 2005 03 0325 1.

主管部局・課室 労働基準局労災補償部労災管理課
関係部局・課室 －

２．施策目標に係る指標
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 保険料収納済額（単位：百万円） 集計中1,040,725 1,044,239 1,051,359 1,031,863

（－）
２ 保険料給付費等（単位：百万円） 909,619 896,509 890,760 901,055 集計中

（－）
３ 社会復帰促進等事業費 128,545 85,887 82,908 78,832 集計中

（Ⅲ－３－１）
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（単位：百万円 （－））
４ 平均保険料率（単位：厘 （－） 7.3 7.2 7.1 6.8 集計中）
５ 療養 補償 給付件数 単位：件 集計中（ ） （ ） 3,091,723 3,129,054 3,155,612 3,203,930

（－）
６ 休業 補償 給付件数 単位：件 674,337 660,941 656,083 657,421 集計中（ ） （ ）

（－）
７ 傷病（補償）年金給付件数 72,737 71,223 68,651 65,416 集計中

（単位：件 （－））
８ 障害（補償）年金給付件数 573,599 575,335 575,292 575,043 集計中

（単位：件 （－））
９ 障害（補償）一時金給付件数 24,543 23,776 23,387 22,787 集計中

（単位：件 （－））
1 遺族（補償）年金給付件数 655,642 660,814 666,201 675,756 集計中
0 （単位：件 （－））
1 遺族（補償）一時金給付件数 757 770 759 1,091 集計中
1 （単位：件 （－））
1 葬祭料（葬祭給付）給付件数 3,399 3,322 3,444 4,017 集計中
2 （単位：件 （－））
1 介護（補償）給付件数 45,109 45,587 45,871 52,111 集計中
3 （単位：件 （－））
1 二次健康診断等給付件数 12,606 15,687 16,518 19,292 集計中
4 （単位：件 （－））
（調査名・資料出所、備考）
・指標１～４は、労働基準局労災補償部の調べによる。
・指標４の平均保険料率とは、当該年度の保険料収納済額を同年度の賃金総額を除した

もので、全業種の平均保険料率を示している。
・指標５～１４は、労働基準局作成の「労働者災害補償事業年報」による。

【参考】○○厚生労働省ホームページ
http://wwwdbtk mhlw go jp/toukei/youran/data r/J- xls. . . 19 6.
（注：上記指標の一部を掲載している）

・平成１９年度の数値は、平成２１年１月に確定値を公表予定である。

３．個別目標に係る指標等
個別目標１

労災保険制度の財政を安定させ、事業主の労働災害防止へのインセンティブを促進す
るため適正な保険料率を設定すること
個別目標に係る指標
アウトプット指標

（達成水準／達成時期）
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

１ 保険料収納済額（単位：百万円） 集計中1,040,725 1,044,239 1,051,359 1,031,863

（－）
※施策目標に係る指標１と同じ。

２ 保険料給付費等（単位：百万円） 909,619 896,509 890,760 901,055 集計中
（－）
※施策目標に係る指標２と同じ。

３ 社会復帰促進等事業費（単位：百 128,545 85,887 82,908 78,832 集計中
万円）
（－）
※施策目標に係る指標３と同じ。

４ 平均保険料率（単位：厘） 7.3 7.2 7.1 6.8 集計中
（－）
※施策目標に係る指標４と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・労働基準局労災補償部の調べによる。
・平成１９年度の数値は、平成２１年１月に確定値を公表予定である。
・指標４の平均保険料率とについては、当該年度の保険料収納済額を同年度の賃金総額

を除したもので、全業種の平均保険料率を示している。
施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要

労災保険料率の改定事務事業名

（Ⅲ－３－１）
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（Ⅲ－３－１）

平成19年度 百万円
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）

※平成１９年度は予算計上なし。
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

、 、概要：労災保険率の改定に係る基礎資料を公開するとともに 審議会での検討を経て
過去の保険給付実績に基づき、おおむね３年に１回、労災保険率を改定するも
の（次回改定は平成21年度の予定 。）

個別目標２ 労災保険給付の適正な給付を図ること

個別目標に係る指標
アウトプット指標

（達成水準／達成時期）
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

１ 療養 補償 給付件数 単位：件 集計中（ ） （ ） 3,091,723 3,129,054 3,155,612 3,203,930

（－）
※施策目標に係る指標５と同じ。

２ 休業 補償 給付件数 単位：件 674,337 660,941 656,083 657,421 集計中（ ） （ ）
（－）
※施策目標に係る指標６と同じ。

３ 傷病（補償）年金給付件数（単位 72,737 71,223 68,651 65,416 集計中
：件）
（－）
※施策目標に係る指標７と同じ。

４ 障害（補償）年金給付件数（単位 573,599 575,335 575,292 575,043 集計中
：件）
（－）
※施策目標に係る指標８と同じ。

５ 障害（補償）一時金給付件数（単 24,543 23,776 23,387 22,787 集計中
位：件）
（－）
※施策目標に係る指標９と同じ。

６ 遺族（補償）年金給付件数（単位 655,642 660,814 666,201 675,756 集計中
：件）
（－）
※施策目標に係る指標10と同じ。

７ 遺族（補償）一時金給付件数（単 757 770 759 1,091 集計中
位：件）
（－）
※施策目標に係る指標11と同じ。

８ 葬祭料（葬祭給付）給付件数（単 3,399 3,322 3,444 4,017 集計中
位：件）
（－）
※施策目標に係る指標12と同じ。

９ 介護 補償 給付件数 単位：件 45,109 45,587 45,871 52,111 集計中（ ） （ ）
（－）
※施策目標に係る指標13と同じ。

1 二次健康診断等給付件数（単位： 12,606 15,687 16,518 19,292 集計中
0 件）

（－）
※施策目標に係る指標14と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・労働基準局作成の「労働者災害補償事業年報」による。

【参考】○○厚生労働省ホームページ
http://wwwdbtk mhlw go jp/toukei/youran/data r/J- xls. . . 19 6.
（注：上記指標の一部を掲載している ）。

・平成１９年度の数値は、平成２１年１月に確定値を公表予定である。
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（Ⅲ－３－１）

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
療養（補償）給付の事業事務事業名

平成19年度 235,762百万円
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：業務災害又は通勤災害により被災した労働者に対して、その傷病が治ゆするま
で、必要な療養の給付又は療養に要した費用の支給を行うもの。

障害（補償）年金給付の事業事務事業名
平成19年度 151,948百万円
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：業務災害又は通勤災害による傷病が固定（治ゆ）したあと、身体に一定の障害
の残った場合にその障害の程度に応じた額の年金を支給するもの。

遺族（補償）年金給付の事業事務事業名
平成19年度 195,559百万円
予 算 額 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：業務災害又は通勤災害により死亡した労働者の遺族に対して、遺族の数等に応
じた額の年金を支給するもの。


